
2021年度おすすめ助成金のご案内
「よりよい職場環境づくり」に助成金を活用しませんか？

社会保険労務士 山田事務所
〒920-1161 金沢市鈴見台1丁目5番14号

TEL：076-221-2114

助成金は返済不要で、企業の労働環境改善のために活用す
ることができます。働き方改革関連法への対応・採用・離
職率低下・モチベーションアップ等の経営課題を解決する
ため、最適な助成金をご提案させていただきます。

助成金とは

〈 働 き 方 改 革 推 進 支 援 助 成 金 〉
労 働 時 間 短 縮 ・ 年 休 促 進 支 援 コ ー ス

特別休暇新設で
使える！

- 法 改 正 対 応 に 活 用 で き る助 成 金で す -
今年度
注目の助成金！

概要
労働時間の短縮や年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組むことを目的
として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、
改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成する。

支給額
「成果目標」の達成状況に応じて、支給対象となる取り組みの実施に要した経費の
一部を支給。
以下のいずれか低い額
Ⅰ 以下①〜③の上限額＋加算額（該当すれば）の合計額
Ⅱ 対象経費の合計額×補助率3/4

成果目標
いずれかひとつ以上の目標を達成すること
①全ての対象事業場において、月60時間
を超える 36協定の時間外・休日労働時
間数を縮減させること。
上限額 50〜100万円

②特別休暇（病気休暇、教育訓練休暇、
ボランティア休暇、新型コロナウイルス
感染症対応のための休暇、不妊治療のた
めの休暇）のいずれか１つ以上を全て
の対象事業場に新たに導入すること。
上限額 50万円

③時間単位の年次有給休暇制度を、全て
の対象事業場に新たに導入させること。
上限額 50万円

※上記の成果目標に加えて、指定する労働者
の時間当たりの賃金額を３％以上または、
５％以上で賃金引き上げを行うことを
成果目標に加えることができる。
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＜ キ ャ リ ア ア ッ プ 助 成 金 ＞ 正 社 員 化 コ ー ス

- 採 用 ・ 定 着 に 活 用 で き る助 成 金で す -
採用・定着で
使える！

昨年度に引き続き
活用しやすい助成金！

概要 就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期契
約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成する。

支給額

①有期→正規：１人当たり57万円＜72万円＞
②有期→無期：１人当たり28.5万円＜36万円＞
③無期→正規：１人当たり28.5万円＜36万円＞
※①〜③合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで
※＜＞は生産性の向上が認められる場合の額
※特定の雇用方法で加算される場合があります

＜ 両 立 支 援 等 助 成 金 ＞ 育 児 休 業 等 支 援 コ ー ス

- 定 着 に 活 用 で き る 助 成 金で す -
定着で
使える！

昨年度に引き続き
活用しやすい助成金！

概要
中小企業事業主が、育休復帰支援プランを作成し、プランに基づき労働者の
円滑な育休取得・職場復帰に取り組んだ場合、育休取得者の代替要員を確保し
育休取得者を原職復帰させた場合、復帰後仕事と育児の両立が特に困難な時期の
労働者の支援に取り組んだ場合に助成する。

支給額

①育休取得時：28.5万円＜36万円＞
②職場復帰時：28.5万円＜36万円＞
③職場支援：19万円＜24万円＞
④代替要員確保：57万円＜72万円＞
⑤職場復帰後支援：28.5万円＜36万円＞
※＜＞は生産性の向上が認められる場合の額

＜ 両 立 支 援 等 助 成 金 ＞ 出 生 時 両 立 支 援 コ ー ス
（ 子 育 て パ パ 支 援 助 成 金 ）

- 定 着 に 活 用 で き る 助 成 金で す -
昨年度に引き続き

活用しやすい助成金！

概要 男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、
男性労働者に育児休業や育児目的休暇を取得させた事業主に一定額を助成する。

支給額
取り組み・育休1人目：57万円＜72万円＞
育休2人目以降：14.25万円＜18万円＞
※＜＞は生産性の向上が認められる場合の額
※14日以上で加算あり


